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４．行 政 評 価

宮 城 県宮 城 県

○ 取 組 の 概 要○ 取 組 の 概 要

○ 宮 城 県 の 概 要○ 宮 城 県 の 概 要

条例に基づき、政策評価・施策評価、大規模事業評価、公共事業再評価

及び事業箇所評価を実施し、評価結果及び評価結果の反映状況については、

議会に報告することを義務付け。また、条例で規定されていない公表資料

についても積極的に議会に提供。

行政評価の過程は積極的に議会へ報告

 宮城県の概要

県庁所在地

●宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

人口

●2,347,970人

※H17.3.31現在（住民基本台帳人口）
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４．行 政 評 価

○ 取 組 に つ い て○ 取 組 に つ い て

１．取組の背景

・ 「政策評価・施策評価の結果」及び「予算等への反映状況」については 「行、

政活動の評価に関する条例（平成 年宮城県条例第 号 」に基づき、前者13 70 ）

11 2が前年度の決算審査のある 月議会、後者は新年度当初予算が審議される

月議会に報告している。

・ 条例上の規定はないが、 月に作成する評価原案の概要についても積極的に6
報告している。

（議会への報告）

第 条 知事は，第 条第 項第 号及び第 号の評価の結果の概要を，当該12 4 1 1 2
評価に係る第 条第 項の評価書を作成した後速やかに，議会に報告しなけれ10 1

2 4 1 1 2 1ばならない。 知事は，第 条第 項第 号及び第 号の評価の結果の前条第

項の規定による反映の状況を，当該評価に係る同条第 項の書面を作成した後2
速やかに，議会に報告しなければならない。

２．取組の具体的内容

（ ） 、○議会に提出された平成 年度当初予算への反映状況 概要 を例に挙げると17
以下のとおりである。

・ 平成 年度の政策評価・施策評価は、総合計画第Ⅱ期実施計画で定めら「 16
36 211 29 99れた 政策、 施策のうち、政策評価指標が設定されている 政策、

施策について評価を実施した。評価に当たっては、第三者機関である行政

評価委員会政策評価部会による調査審議を経ており、同部会からの専門的

かつ建設的な意見についても県としての対応方針を定め、事業の企画立案

等に反映することとした 」。

・ 県では、これらの評価結果から得られた情報等を基に、平成 年度の施「 17
、 。策展開等について検討を重ねるとともに 必要な予算措置の検討を行った

その中でも、県として重点的に取り組むべき施策等については、三役及び

各部局長で構成する「政策・財政会議」において審議し、平成 年度の政17
策方針を策定するとともに、予算編成過程において事業内容の更なる検討

を行った。この結果、平成 年度の重点事業として 事業を選定し必要17 140
な予算編成を行った。併せて、課題解決の手法として特別の予算化を伴わ

ない「非予算的手法」を積極的に検討した 」。

・ また、低迷する地域経済と厳しい雇用情勢を背景に打ち出した緊急経済産「

業再生戦略については、宮城県緊急経済産業再生戦略会議での意見を踏ま
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え最終年度となる平成 年度は 事業を重点事業として必要な予算編成17 71
を行った 」。

（例）平成 年度行政活動の評価の結果の反映状況説明書16

３．取組にかかる事業費

・ 関連する事業費は特に計上していない。

４．取組の体制

・ 企画部行政評価室が議会報告事務に携わっている （室員 人中 担当 名）。 8 1

５．取組の成果

・ 「政策評価・施策評価の結果」を議会に報告することは、前年度決算の審査

に活用されることが期待できるとともに、新年度予算に関しては執行機関の

考え方も明らかにできる。

・ このことは 「説明責任の徹底 「透明性の向上」に寄与するものであり、ひ、 」、

いては「自治」の一層の発展に寄与するものである。

６．今後の課題

・ 議員からは書面の追加記述の要望もあることから、使える資料となるよう今

後も一層工夫する必要がある。

 


